
 

 

 時間外・休日・深夜に労働させた場合であっても労基法３７条に定める残業代（時

間外・休日・深夜割増賃金）を支払わない旨の合意は無効となりますので，時間外・

休日・深夜に労働させた場合でも残業代（時間外・休日・深夜割増賃金）を支払わ

なくても異存はない旨の誓約書に署名押印させている場合であっても，時間外・休

日・深夜に労働させた場合には残業代（時間外・休日・深夜割増賃金）を支払わな

ければなりません。 

 

Ｑ344．時間外・休日・深夜に労働させた場合でも残業代（時間外・休

日・深夜割増賃金）を支払わなくても異存はない旨の誓約書に署名押

印させている場合であっても，時間外・休日・深夜に労働させた場合

には残業代（時間外・休日・深夜割増賃金）を支払わなければなりま

せんか。 


